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13．外出について（手段、施設の改善要望） 
 

あなた（本人）が外出する時の移動手段は何ですか。主なものに３つまで○をつけてく

ださい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなた（お答えくださる方）は、障がいのある方ご本人が外出する時に、街中の施設など

をどのようにすれば外出しやすくなると思いますか。特に必要だと思うものに３つまで○

をつけてください。 

55.5

40.1

30.9

28.8

18.4

7.9

1.6

2.2

3.1

4.1

0.0 20.0 40.0 60.0

家族・知人が運転する自動車やバイク

徒歩（車いすを含む）や自転車

自分が運転する自動車やバイク

公共交通機関（バス、電車）

タクシー（介護タクシーを含む）

介助者が付き添う外出支援などのサービス

病院やスーパーマーケットの送迎バス

外出しない

その他

無回答

全体(N=836)

（％）

40.0

34.0

25.5

25.2

22.6

21.3

19.0

4.9

7.5

12.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

外出時に利用できるトイレや休憩所

など必要なスペースなどを確保する

歩道や通路の幅、段差や

傾斜などを改善する

低床の路線バスの増便や他の交通手段との

スムーズな連結など交通体制を整備する

障がい者用の駐車場をもっと確保する

道路や駅、バス停などの案内を障がい

に配慮して分かりやすく表示する

介護タクシーを充実する

外出先の地域・店舗の情報など、外出

に必要な情報を得られやすくする

点字ブロックの整備（設置や修復）や

点字ブロック上の障害物を除去する

その他

無回答

全体(N=836)

（％）
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14．障害福祉サービスの利用について 

【18 歳以上の方】 

あなた（本人）は、現在、どのような障害福祉サービスを利用していますか。また、今

後利用したいサービスはありますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

 
 

 

8.4

0.7

3.1

1.3

0.4

6.3

0.6

10.0

6.3

4.8

0.6

4.5

9.0

0.1

1.3

1.6

7.9

0.1

0.7

0.4

0.7

6.9

5.5

2.5

45.8

9.7

9.4

1.3

3.0

3.6

1.0

7.9

2.5

8.7

9.0

6.7

2.5

3.3

4.5

1.8

4.8

5.1

4.6

1.5

2.7

3.7

1.2

9.4

12.9

4.9

24.3

25.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

同行援護（視覚障がい者向けサービス）

行動援護

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

療養介護

生活介護

施設入所

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

就労定着支援

自立生活援助

共同生活援助（グループホーム）

計画相談支援

地域相談支援（地域移行）

地域相談支援（地域定着）

成年後見制度利用支援

意思疎通支援

日常生活用具給付

移動支援

日中一時支援

利用しているものはない／今後、利用したいサービスはない

無回答

利用しているサービス

今後、利用したいサービス

（％）

全体(n=668)
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【18 歳未満の方】 

あなた（本人）は、現在、どのような障害福祉サービスを利用していますか。また、今

後利用したいサービスはありますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

5.5

0.0

0.7

0.0

9.7

0.7

15.9

4.1

31.7

0.7

0.0

0.7

19.3

35.2

9.7

8.3

0.0

4.8

2.1

14.5

1.4

11.7

5.5

33.1

4.1

2.8

5.5

18.6

26.9

17.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

居宅介護（ホームヘルプ）

同行援護（視覚障がい者向けサービス）

行動援護

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

居宅訪問型児童発達支援

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

福祉型障害児入所支援

医療型障害児入所支援

計画相談

利用しているものはない／

今後、利用したいサービスはない

無回答

利用しているサービス

今後、利用したいサービス

（％）

全体(n=145)
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【現在、サービスを利用していないと答えた方】 

現在、サービスを利用していないのは、なぜですか。あてはまるものすべてに○をつけて

ください。 

【利用していると答えた方】 

利用しているサービスに満足していますか。あてはまるもの 1 つに○をつけてください。 

【不満と答えた方】 

どのような点に不満をお持ちですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

70.0

5.3

5.3

5.0

3.6

0.6

12.3

7.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

現在はサービスを利用していなくても、

問題なく生活をすることができる

市役所や町役場での利用手続きが難しい

利用料の負担が大きい

近所にサービス事業所がない

近所にサービス事業所はあるが、自分が希望

する内容のサービスを提供していない

サービス事業所に利用を断られた

その他

無回答

全体(n=357)

（％）

45.3

32.8

25.0

10.9

29.7

1.6

0.0 20.0 40.0 60.0

希望する量（時間や回数）の

サービスが受けられない

事業所の提供するサービスの質が低い

希望する内容のサービスが受けられない

（別のサービスも利用したい）

事業所の建物や設備が古い

その他

無回答

全体(n=64)

（％）
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15．災害対策について 

 

 

 

 

 

 

 

あなた（本人）は、これまで地域の避難訓練に参加したことがありますか。どちらかに○

をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震や豪雨、台風などの災害時に、あなた（本人）は、一人で又は支援を受けながら、

安全に避難できる環境にありますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

【訓練に参加したことがないと答えた方】 

訓練に参加したことがない理由は何ですか。あてはまるもの１つに○をつけてくださ

い。 

28.1

18.0

14.8

8.6

6.0

4.3

3.4

8.1

8.8

0.0 10.0 20.0 30.0

訓練の案内（情報）がない

訓練がない

障がいの程度や体調により、参加を見合わせている

障がい者の参加への配慮がない

他の参加者が気になり、参加を見合わせている

介助者などの負担を考え、参加を見合わせている

訓練は必要ない

その他

無回答

全体(n=534)

（％）
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16．消費者被害について 

あなた（本人）は、これまでに悪質（悪徳）商法などの消費者トラブルに巻き込まれたこ

とがありますか。どちらかに○をつけてください。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

地震や豪雨、台風などの災害時に備えて必要な対策は、どのようなことが必要だと思い

ますか。特に必要だと思うものに３つまで○をつけてください。 

55.3

35.9

35.3

34.4

27.6

24.0

10.4

9.2

3.2

6.9

0.0 20.0 40.0 60.0

障がいのある方に配慮した避難場所の確保

障がいの特性に配慮した災害情報の提供

（災害の状況や避難場所）

避難するときの介助者や支援者の確保

医療施設や医療設備の確保

避難所生活におけるプライバシーを守る対策

避難場所での介助者や支援者の確保

避難訓練の実施

防災知識の普及・啓発

その他

無回答

全体(N=836)

（％）
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用語解説 
 
 
e スポーツ 
「エレクトロニック・スポーツ」の略称で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、
スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポ
ーツ競技として捉える際の名称。 
 
【あ行】 
アクセシビリティ 
年齢や障がいの有無に関係なく、施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのこ
とをいう。 
 
アスペルガー症候群 
対人関係の障がいがあり、限定した常同的な興味、行動及び活動をするという特徴は、自閉
症と共通しているが、アスペルガー症候群は、明らかな認知の発達、言語発達の遅れを伴わ
ない。 
 
インクルーシブ教育システム 
障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組みであり、障がいのある者が教育制度一般
から排除されないこと、自己の生活する地域において教育の機会が与えられること、個人に
必要な「合理的配慮」が提供されること等を必要としている。 
 
愛顔のえひめ特別支援学校技能検定 
特別支援学校生徒に対して、清掃、接客、販売実務、情報の４部門の技能検定を実施し、障
がいのある生徒の社会参加・自立につながる力を育成する。 
 
愛媛県障がい福祉計画及び愛媛県障がい児福祉計画 
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給
付等の円滑な実施を確保することを目的に、必要となる障害福祉サービス等に関する数値目
標や必要見込量等を定めた計画。 
 
愛媛県相談支援専門員人材育成ビジョン 
相談支援専門員の人材育成に関し、県、市町（地域）、事業所それぞれの役割を整理するとと
もに、今後の県が行う取組みをまとめたビジョン。 
 
愛媛県地域防災計画 
災害対策基本法の規定により定められた、愛媛県民の生命、身体及び財産を災害から保護す
るため、愛媛県の地域に係る防災対策の大綱。 
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えひめチャレンジオフィス 
民間企業等への就労を支援するため、常時勤務による就労が困難な障がい者を最⾧３年間雇
用し、就労経験を積む機会を提供する県の取組みであり、働く場。本庁、地方局、支局に設
置。 
 
【か行】 
学習障害（LD:Learning Disabilities） 
全般的な知的発達に遅れはないが、読む、書く、計算するなどの特定の能力を学んだり、行
ったりすることに著しい困難がある状態。 
 
義肢装具士 
医師の指示のもと、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への
適合を行う専門職。 
 
強度行動障がい 
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健
康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人の暮らしに
影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になって
いる状態のこと。 
 
居住支援協議会 
住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者、子育て世帯、外国人等の住宅の確保に特に配慮を要
する者）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、不動産関係団体や居住支援団体、
県、市町等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃借人の双方に対し、住宅情報
の提供等の支援を行うため設立された協議会。 
 
県口腔保健センター 
一般社団法人歯科医師会が開設し、休日救急歯科診療や障がいや疾患のある歯科的に「特別
に支援が必要な方」に対しての口腔の健康維持を目的としたケアや治療等を行う機関。 
 
県心と体の健康センター 
精神保健福祉法第 6 条に規定された県の精神保健福祉に関する技術的中核機関。 
精神保健福祉に関する知識の普及及び調査研究、精神保健福祉に関する複雑困難な相談指導、
精神医療審査会の事務局の役割、精神障害者保健福祉手帳の交付の際の判定、障害者総合支
援法に基づく自立支援医療（精神通院医療）の支給認定等を行う。 
〒790-0811 松山市本町 7-2 県総合保健福祉センター内 電話:089-911-3880 
FAX:089-923-8797 
 
言語聴覚士 
音声機能、言語機能又は聴覚に障がいのある者についてその機能の維持向上を図るため、言
語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う専門職。 
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県在宅介護研修センター 
高齢者を在宅介護している家族をはじめ、介護に携わるボランティアや介護の専門職の方々
を対象として、実践に重点を置いた実践的なプログラムの研修を行う県の機関。 
〒791-0122 松山市末町 9-1 電話:089-914-0721、FAX:089-914-0732 
 
県視聴覚福祉センター 
視聴覚障がい者の社会参加の拠点として、点字図書や字幕入りＤＶＤの貸出し等の情報提供、
各種訓練、ボランティアの養成、文化活動の支援等を行う県の機関。 
〒790-0811 松山市本町６丁目 11-5 電話:089-923-9093 FAX:089-923-9224 
 
県障がい者アートサポートセンター 
芸術文化活動を行う障がい者本人やその家族、障害福祉サービス事業所や支援団体等への支
援を総合的に行う地域の拠点であり、相談支援や技術的助言、人材育成、情報収集・発信な
どを行っている。 
〒790-0843 松山市道後町 2-12-11 県身体障がい者福祉センター内 
電話:089-924-2170 FAX:089-923-3717 
 
県障がい者権利擁護センター 
職場における障がい者虐待の相談対応及び障がいを理由とする差別に関する指導・助言を行
う窓口。 
〒790-0811 松山市本町 7-2 県総合保健福祉センター内 電話:089-911-2177  
FAX:089-911-2181 
 
県障がい者施策推進協議会 
障害者基本法第 36 条第１項の規定に基づき設置され、障がい者に関する施策の総合的かつ
計画的な推進について必要な事項を審議し、施策の実施状況の監視等を行う機関。 
 
県障がい者自立支援協議会 
障害者総合支援法第 89 条の３第１項に基づき設置され、障がい者の地域生活を支援する相
談支援事業や社会資源の拡充等に関して協議・調整等を行う機関。 
 
県障がい者スポーツ協会 
障がい者の自立と社会参加の促進という身体・知的・精神の３障がい共通の目的を達成する
ため、障がい者団体、競技団体、教育・行政機関などの関係機関が構成団体となり設立され
た協会であり、関係団体と広く連携を図りながら、障がい者スポーツの振興を図っている。 
 
県発達障がい者支援センター（あい♥ゆう） 
発達障がいがある障がい児（者）に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害
者支援法に基づき県が運営する機関。 
〒791-0212 東温市田窪 2135 県立子ども療育センター内 電話:089-955-5532 
FAX:089-955-5547 
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県福祉人材センター 
厚生労働大臣の許可を受け、「職員を採用したい」社会福祉サービス実施機関と「福祉分野に
就職したい」求職者の橋渡し役を行う「福祉人材無料職業紹介事業」を行う機関。 
〒790-8553 松山市持田町 3-8-15 県総合社会福祉会館内 電話:089-921-5344 
FAX:089-921-3398 
 
県福祉総合支援センター 
児童相談やドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）対応のほか、障がい者の更生等のための
各種相談に対し、一体的な対応を行う県の機関。このほか、児童相談や婦人相談に総合的に
対応するため、「東予子ども・女性支援センター」、「南予子ども・女性支援センター」がある。 
○県福祉総合支援センター 〒790-0811 松山市本町 7-2 
 児童相談 電話:089-922-5040 FAX:089-923-9234 

女性相談 電話:089-927-1626 FAX:089-927-1630 
 知的障害者更生相談 電話:089-923-4471 FAX:089-911-2181 

身体障害者更生相談 電話:089-924-1216 FAX:089-911-2181 
○東予子ども・女性支援センター 〒792-0825 新居浜市星原町 14-38  

電話:0897-43-3000、FAX:0897-43-3004 
○南予子ども・女性支援センター 〒798-0060 宇和島市丸之内三丁目 1-19 

電話:0895-22-1245、FAX:0895-22-2020 
 
県立子ども療育センター 
肢体不自由児と重症心身障がい児の療育を目的とした児童福祉法に基づく児童福祉施設で、
医療法に基づく病院としての機能も有する、障がい児に対する福祉・保健・医療・教育が連
携した総合的なサービスを提供する県内地域療育の拠点。医師、看護師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、心理判定員、保育士、児童指導員など、多職種の専門スタッフが、障
がいの軽減、社会生活に必要な生活習慣の確立などの支援を行っている。 
〒791-0212 東温市田窪 2135 電話:089-955-5533 FAX:089-955-5546 
 
公認心理師 
保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもち、
次の行為を行う専門職。①心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分
析すること、②心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、
指導その他の援助を行うこと、③心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に
応じ、助言、指導その他の援助を行うこと、④心の健康に関する知識の普及を図るための教
育及び情報の提供を行うこと。 
 
合理的配慮 
障がいのある人から、社会的障壁の除去を必要としているとの意思表示があった場合に、障
がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、個別の状況に応じ、必要かつ合理
的な配慮をすることであり、その実施に伴う負担が過重でないもの。 
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心のバリアフリー 
様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーシ
ョンをとり、支え合うこと。 
実現に当たっては、①障がいのある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるとい
う「社会モデル」を理解すること、②障がいのある人（及びその家族）への差別を行わない
よう徹底すること、③自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションをとる力
を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うことが重要。 
 
個別の教育支援計画 
障がいのある幼児児童生徒一人ひとりのニーズを正確に把握し、教育の視点から適切な対応
が行えるよう、教育、医療、福祉等の関係機関が連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業後
までの⾧期的視点に立って、一貫して的確な教育的支援を行うために作成した計画。 
 
個別の指導計画 
幼児児童生徒一人ひとりの障がいの状態等に応じたきめ細かな指導ができるよう、学校の教
育課程や指導計画、当該幼児児童生徒の個別の教育支援計画等を踏まえて、具体的な個別の
指導目標や内容、方法等を盛り込んだ指導計画。 
 
コミュニケーションボード 
文字や話し言葉によるコミュニケーションが難しい方と周囲の人たちとの間をつなぐコミュ
ニケーションを支援する。ボードの絵を指差して意思を伝える。 
 
【さ行】 
サービス管理責任者 
障害福祉サービス事業所等において、個々のサービス利用者の初期状態の把握や個別支援計
画の作成、定期的な評価など一連のサービス提供プロセス全般に関して責任を有すとともに、
他のサービス提供職員に対する指導的役割を担う職員。実務経験と相談支援従事者初任者研
修（２日課程）及びサービス管理責任者研修の受講が要件となる。 
 
サービス等利用計画 
障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、障がい者のニーズや置かれている状
況等をふまえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し作成する計画。なお、18
歳未満の方が障害児通所支援を利用する場合に作成する計画は「障害児支援利用計画」とい
う。 
 
作業療法士 
医師の指示のもと、農耕・畜産・園芸・手芸・木工などの適当な作業を行うことにより、障
がい者の身体運動機能や精神心理機能の改善を目指す治療（作業療法）を行う専門職。 
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（高次脳機能障害）支援拠点機関 
高次脳機能障害に関する専門的支援や相談を行う拠点機関。 
松山リハビリテーション病院高次脳機能障害支援室  
〒791-1111 松山市高井町 1211 電話:089-975-7427 FAX:089-975-0603 
 
市町の障がい者虐待防止センター 
市町における障がい者虐待に関する通報や、虐待を受けた障がい者本人からの届出の窓口。
県内 20 市町すべてに設置されている。 
 
失語（症） 
脳の言語中枢が、脳梗塞等の脳血管疾患や頭部外傷などにより損傷することによって起こる
言語障害。話すことだけでなく、聞いて理解する、読む、書くなど、言語を使用するすべて
の活動に障がいが起こるが、脳の損傷部位や広がりにより、症状や重症度は異なる。 
 
児童発達支援管理責任者 
障がい児施設・事業所に配置され、利用児童に対して個別支援計画を作成し療養を主導する
とともに、他のサービス提供職員に対する指導的役割を担う職員。実務経験と相談支援従事
者初任者研修（２日課程）及び児童発達支援管理責任者研修の受講が要件となる。 
 
児童発達支援センター 
施設の有する専門的機能を生かし、地域の障がいある子どもやその家族への相談、他事業所
への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設。 
 
視能訓練士 
医師の指示のもと、両眼視機能に障がいのある者に対するその両眼視機能の回復のための矯
正訓練及びこれに必要な検査を行う専門職。 
 
自閉症 
３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ②言葉の発達の遅れ③興味や関心
が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障がい。 
 
社会的障壁 
障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事
物、制度、慣行、観念その他一切のもの。 
 
就労移行支援事業所 
一般企業等への就労を希望する障がい者に対し、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向
上のために必要な訓練を行う事業所。 
 
就労継続支援Ｂ型事業所 
一般企業等での就労が困難な障がい者に対し、雇用契約に基づかない就労の機会を提供する
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とともに、一般就労に必要な知識及び能力が高まった者について、一般就労への移行に向け
た支援を行う事業所。なお、「就労継続支援Ａ型事業所」は、原則、雇用契約に基づき就労の
機会を提供する事業所。 
 
障害者活躍推進計画 
障害者雇用促進法に基づき、公的機関（国、地方公共団体）が策定する障がい者の雇用拡大
や障がいのある職員が活躍しやすい職場づくり・人事管理等に関する取組みをまとめた計画。 
 
障がい者差別解消調整委員会 
市町及び広域相談専門員では解決困難な障がい者差別事例について、助言・あっせんを行う
県の機関。 
 
障害者就業・生活支援センター 
障がい者の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う機関。就職を
希望する障がい者、あるいは在職中の障がい者が抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係
機関との連携の下、支援を行う。障がい保健福祉圏域ごとに１箇所設置。 
 
自立支援医療 
心身の障がいを除去・軽減するための医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）について、
医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度。 
 
スペシャルオリンピックス 
知的障がいのある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会
を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織。 
 
成年後見制度 
認知症、知的障がい又は精神障がいなどにより判断能力が不十分な者（本人）に代わり、財
産管理や身上監護（入院・退院、施設入所・退所、サービス利用などの手続き）についての
契約などを行い、本人が安心して生活できるよう保護・支援する制度。 
 
全国障害者スポーツ大会「愛

え
顔
がお

つなぐえひめ大会」 
障がい者が競技を通じてスポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障がいに対する理解
を深め、障がい者の社会参加の推進に寄与することを目的とした障がい者スポーツの祭典。
愛媛県では、平成 29 年 10 月 28 日から 30 日にかけて、正式競技 13 競技、オープン競技
３競技が県内９市町で開催された。 
 
相談支援専門員 
障がい者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス等利用計画
を作成する。実務経験と相談支援従事者研修の受講が要件となる。 
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【た行】 
第二次愛媛県消費者教育推進計画 
消費者教育推進法に基づき県が策定する計画。様々な生活の場面や子どもから大人までのラ
イフステージに応じて、生涯を通じた体系的かつ実践的な消費者教育を推進していくための
もの。 
 
第２次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり 21」 
健康増進法に基づき策定する、健康づくりの目標や推進方法等を定めた健康増進計画。 
 
第六次愛媛県⾧期計画「愛媛の未来づくりプラン」 
10 年後の将来像を描いた⾧期ビジョン編と、その将来像の実現に向け、４年間で取り組む施
策を盛り込んだアクションプログラム編により、愛媛づくりの方向性を示した県の⾧期計画。 
 
タンデム自転車 
２人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた二輪又は三輪の自転
車。 
 
地域活動支援センター 
障がい者（児）を対象に、通所の方法により創作活動又は生産活動の機会の提供及び社会と
の交流促進を図るなど、地域における障がい福祉の増進を図ることを目的とした施設。 
 
地域生活支援拠点等 
障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、障がい者が住み慣れた地域で安心して暮
らしていけるよう、様々な支援を切れ目なく提供し地域全体で支える体制。必要な機能とし
て、①相談、②緊急時の受入れ・対応、③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤
地域の体制づくりの５つの機能を備えることとし、市町が、市町又は圏域単位で、地域の実
情に応じて整備する。 
 
地域包括支援センター 
高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点で、保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等
が中心となって、「介護予防に関するマネジメント」「権利擁護」「総合的な相談・支援」「ケ
アマネジャーへの支援」などを行う市町の機関。 
 
注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ:Attention Deficit/Hyperactivity Disorder） 
年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び衝動性、多動性を特徴とする行動の障がいで、
社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの。 
 
通級による指導 
通常の学級に在籍している障がいによる学習上・生活上の困難がある児童生徒が、大半の授
業を通常の学級で受けながら、一部の授業について、障がいに応じた特別の指導を、特別の
指導の場（通級指導教室）で受ける指導形態のこと。 
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デフリンピック 
障がい当事者であるろう者自身が運営する、ろう者のための国際的なスポーツ大会。 
 
特別支援教育校内委員会 
特別な教育的支援を必要とする子どもの実態把握を行い、保護者の願いを聞き、関係機関と
の連携のもと、学校全体で、より適切な指導・支援をするための組織。 
 
特別支援教育コーディネーター 
特別支援教育における、保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、学校内の関係
者や福祉、医療等の関係機関との連絡調整の役割を担う者。 
 
【な行】 
内部障がい 
身体障がいのうち、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫及び肝臓の機能
障がい。 
 
難病相談支援センター 
地域で生活する難病患者やその家族に対し、療育上、生活上の悩みや不安等の解消を図ると
ともに、電話や面接等による相談、患者会などとの交流促進、就労支援などを行っている機
関。（電話:089-960-5013（平成 30 年度から愛媛大学附属病院へ委託）） 
 
認知症疾患医療センター 
認知症患者やその家族を医療面から支援するため、認知症医療に関する地域の拠点として、
認知症の早期発見や早期対応の促進、医療や介護等の連携強化や専門職の育成などを行う機
関。二次医療圏ごとの整備を目標としている。 
 
農福連携 
農業者や農業法人等の農業分野と、障がい者の就労支援に携わる社会福祉法人や NPO 法人
等の福祉分野が連携して、農業の担い手確保や労働力確保、障がい者の工賃向上など、両分
野の課題を解決していく取組み。 
 
【は行】 
パーキングパーミット制度（身体障がい者等用駐車場利用証制度） 
県内の公共施設などに設置された身体障がい者等用駐車場の適正利用を図るため、利用対象
者に県内共通のパーキングパーミット（身体障がい者等用駐車場利用証）を交付し、当該駐
車場を設置する事業所等の協力を得ながら、歩行困難者の方々に配慮した福祉社会づくりを
推進する制度。 
 
パラリンピック 
障がいのあるトップアスリートが出場できる世界最高峰の国際競技大会。夏季大会と冬季大
会があり、それぞれオリンピック開催年に、原則としてオリンピックと同じ都市・同じ会場



83 

 

で行われる。 
 
バリアフリー 
障がい者や高齢者が日常生活や社会生活を営む上で、障壁となるような事物、制度、観念、
その他一切の社会的障壁（バリア）の除去を行う取組み。 
 
ピアサポート 
ピア（peer)は、「仲間、同輩、対等者」の意味。障がいのある人自身が、自らの体験に基づ
いて、他の障がいのある人の相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や地域での交流、
問題の解決等を支援したりする活動。この活動をする人を「ピアサポーター」という。相談
に力点を置く「ピアカウンセリング」も類似の概念。 
 
福祉避難所 
介護の必要な高齢者や障がい者など一般の避難所では生活に支障を来す人に対して、ケアが
行われるほか、要配慮者に配慮したポータブルトイレ、手すりや仮設スロープなどバリアフ
リー化などが図られた避難所のこと。 
 
福利厚生センター（ソウェルクラブ） 
社会福祉法に基づき、社会福祉従事者の福利厚生を図るために運営されるセンター。都道府
県に各ソウェルクラブの地方事務局があり、本県では愛媛県社会福祉協議会に業務を委託し
ている。 
 
ペアレントメンター 
発達障がい児の子育て経験のある親で、その育児経験を生かし、子どもが発達障がいの診断
を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う者。 
 
ヘルプカード 
緊急時や災害時の対応、日常生活の困り事など、障がい者が障がい特性に応じた支援を受け
やすくするため、事前に必要な支援や配慮を記載し、携帯するカード。 
 
【ま行】 
マススクリーニング検査 
生後数日の赤ちゃんの足の裏から、ごく少量の血液をろ紙にしみ込ませて、専門の検査機関
に送り、問題となる病気がないかどうか調べる検査。 
 
盲ろう者向け通訳・介助員 
盲ろう者のコミュニケーション方法は、視覚と聴覚の両方に障がいがあり、障がいの程度や
生育歴、他の障がいの重複の仕方等によって多様なため、触手話、指点字などの特殊な技術
を用いて盲ろう者の通訳・介助を行う者。 
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【や行】 
ユニバーサルデザイン 
障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう、あらかじ
め都市や生活環境をデザインする考え方。 
 
要約筆記者 
話し手の話す内容をつかみ、それを筆記して聴覚障がいのある人に伝える者。パソコンに文
字を入力し、スクリーンに表示して伝えたり、手書きの文字で伝えたりする方法がある。 
 
【ら行】 
理学療法士 
医師の指示のもと、ケガや病気などで身体に障がいのある人や障がいの発生が予測される人
に対し、基本動作能力（座る、立つ、歩くなど）の回復や維持、障がいの悪化の予防を目的
に、運動療法や温熱、電気刺激等を利用する物理療法などを用いて、自立した日常生活が送
れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛媛県保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課 
〒790-8570 愛媛県松山市一番町４丁目４－２ 
TEL（089）912-2420 
FAX（089）931-8187 
E-mail  syougaihukus@pref.ehime.lg.jp 
 

第５次愛媛県障がい者計画（音声版有）は、県のホームページに掲載しています。 


